












Ⅰ　はじめに

　重症心身障害児(重障児)は福祉行政の立場から提唱された名称であり,また

問題である。後から医学的意見が追いかけてきたとはいえ,医学性を欠いた出

発であったところに,的確な定義づけも無理であったのは当然で,医学研究は今

後も続けられるであろうが,十分なる解明に至る距離はなお遠いと思われる。

さればそこに,今までの姿勢で対処してよいかという見直しが問われてくる。

　この発想のもとに,重障児の見直しを進め,今後の診断や療育に関する基礎づ

けをしようと,この研究を発足させたのである。


